


このたび、一般保証委託契約の申し込みにあたり提出をお願いしていた書類のうち、
「決算書の写し」と「納税証明書の写し」は提出不要となりました。また、８月１日より
１年間、一般保証制度は保証委託料無料でご利用いただけます。
お客様の安心・安全を確保する営業促進ツールとして、ぜひ、当制度をご活用ください。

一般保証制度が使いやすくなりました！

申し込みに際して、
●決算書の写し
●納税証明書の写し

が必要でした。

●保証委託料が保証委託額の 0.3％
例えば……手付金 300 万円を保全する
ために一般保証制度を使う場合
→ 9,000 円の保証委託料が必要でした

本年８月１日から
１年間は、無料で
利用できます！

不要です！

決済前に、お客様（買主・借主・交換の当事者）からどんなお金を受け取りますか？

受け取らない

当 事 者 間で
授受される手
付金がある

媒介報酬
代理報酬

一般保証制度
全国で唯一、当協会のみが
実施している制度です

手 付 金
中 間 金
代 金 に充 当される申 込 証 拠 金
交 換 差 金

※

※

※ ※
（借主代理の場合）

賃　料
敷　金
その他

手付金
保証制度

※保証委託社（会員）の属性や取引態様や金額等により、保証対象になる金銭が異なります。
　（上図中の金銭であっても、保証の対象にならない場合があります）

詳しくは、ホームページをご覧のうえ、契約前に（公社）不動産保証協会へお問い合わせください。
各制度の利用申し込みは、地方本部で受け付けております。

手付金等
保管制度

手付金等
保証制度

（当協会は実施していません）

保全義務は？ なし

あり

他の保全制度との比較

これまで これから

ここからアクセス！



広報委員会では、月刊不動産を充実した内容にするため、会員の皆様から、本誌に対するご意見を募
集しております。貴社名・ご氏名・所在地・電話番号を明記の上、郵便またはFAX、Eメールにてお願い
します。なお、ご意見のみの募集とし、ご質問にはお答え致しかねます。
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23 賃貸相談「建物賃貸借契約と看板の設置」

22 税務相談「二世帯住宅の敷地に対する固定資産税の住宅用地に係る課税標準の特例の適用」

24 法律相談「土地売買における湧水の瑕疵」

26 協会EXPRESS

25 新入会者名簿

31 全日ホームページGUIDE　第４４回

30 12月号の予告
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2 一般保証制度のご案内
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空室改善提案のカギは、
管理会社の組織デザインから

オーナーズエージェント株式会社
　コンサルティング事業部次長　今井 基次1

平成 26 年 7 月に、統計局より５年ぶりに住宅土地統計調査が発表となりました。そ
れによると、賃貸住宅はこの５年間で約 79 万戸供給され、空室数は 429 万戸となり、
平成 20 年の調査よりも 16.5 万戸ほど上昇しました。リーマンショックの煽りから、
なかなか立ち直れない日本経済と同様に、賃貸経営も近年苦戦を強いられています。若
年者層の減少による賃貸需要の低下、デフレによる賃料下落、建築資材や職人のコス
ト上昇、大手メーカーによる新築供給、さらに、それらに伴うオーナーのマインド低
下と、今後の賃貸経営の見通しは明るい！とは決して言い切れません。賃貸管理ビジ
ネスを展開する上では、オーナーへの積極的な提案が重要になりますが、管理会社の
適切な組織体制を整えることが前提となります。そこで人材の特性を活かした最適な
組織デザインの方法をご紹介します。

私は全国の賃貸管理ビジネスを行う企業に対し
て、経営戦略や業務改善のアドバイスをするのが
主な仕事です。経営者は効率を上げて生産性を高
めることを要求しますが、現場最前線の従業員は
日々の業務をこなすことで精一杯。作業効率を追
求して生産性を高めることを考える余裕などあり
ません。しかし、最終的に管理会社が考えなけれ
ばならないのは、オーナーの資産を守ることで
す。管理会社のクライアントは管理料をお支払い
いただくオーナーですが、そのオーナーは、「素早
く質の高い入居者対応」「日常の建物の保守メンテ
ナンス」「賃料集送金などの出納業務」などを要求
します。それから、安定的に収入を上げること＝
入居率を高めることですから、「現状分析と募集戦
略」「空室改善提案」などは、管理会社にとって欠
かせない重要な仕事です。入居率目標は各社によ
って異なりますが、どの地域においても自社管理
物件の入居率が周辺の市場入居率より高くなけれ
ば、他の管理会社に任せた方が良いという判断を

されてしまうでしょう。そうとは分かっていなが
ら、なかなか手がつけられないのがオーナー提
案。残念ながら、多くの企業でこの問題を抱えて
います。その「提案業務」ができない理由は、１
人１人の能力が原因と考えがちですが、根因は「組
織体制」であることがほとんどです。

管理担当者は、日々決められている予定がある
にもかかわらず、入居者からのクレーム対応や現
場対応など、緊急性の高い業務が突発的に発生す
るため、それらを優先しなければなりません。結
果として、仕事の優先順位は①緊急性の高い突発
的な対応（入居者からのクレームを起因とする業
務など）、②期限・納期が決まっている仕事、③そ
の日予定していた仕事、④オーナー提案、という
順序になります。通常は②や③が日々の業務を形
成していますが、①の発生頻度が高いほど、振り
回されて時間のコントロールが利かなくなりま
す。④は重要度が高くても、今日中に行う必要が
ないため、優先順位が下がります。毎日がその連

なぜ入居率は上がらないのか？
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案」よりも「作業」を仕事と捉えてしまう組織と
なってしまいます。

続で、更に同様に緊急性の高い作業が次々に現れ
…となると、ずるずると提案が遅れていき、気が
つくと組織全体が日々の業務に忙殺されて、「提

「分析・戦略・提案」の3つの柱こそ、管理会社の「核」である

図表 1：管理会社が行うべき「分析・戦略・提案」の一例 図表 2：総労働時間で見る業務割合

私のクライアントは、ゼロから管理ビジネスを
始める企業から、すでに数万世帯の物件管理をし
ている大きな企業まで、その規模は様々です。経
営者の方からコンサルティングの依頼を受けて、
事業戦略や業務効率化を進めるのですが、いつも
まず初めに行うことがあります。それは、現場の
方と対話をしながら業務分析（業務棚卸し）を進
めることです。全体像を把握するために、スタッ
フ 1 人 1 人の業務を細かく洗い出していきます。
そのデータをまとめていくと不思議なことに、ど
の規模の管理会社についても、共通の問題が浮き
彫りになります。それは、本来、管理会社が時間
を費やすべき「分析・戦略・提案」（図表１）とい
う、３つの柱が大きく欠けてしまっているので
す。例えば、1 人当たりの月間総労働時間が 200
時間あったとしましょう。スタッフが 10 人在籍し
ていれば、スタッフの総労働時間は 2,000 時間と

なります。その 2,000 時間のうち、「分析・戦略・
提案」に注いでいる時間は、驚くことにほとんど
の企業で３〜５％以下（60 〜 100 時間以内）なの
です。つまり全 10 人のスタッフがいるのに、たっ
た 1 人が、月に６〜 10 日程度しか、それらに時間
を注げていない計算となるのです（図表２）。限ら
れた人員で多岐に渡る業務をこなし、それにも増
して緊急案件も従業員が対応するのですから、「分
析・戦略・提案」などの『考える仕事』は後回し
になるのは仕方がありません。しかし、オーナー
の満足度を高め、かつ管理会社の生産性を高める
には、「分析・戦略・提案」の配分を 20 〜 30％程
度（400 〜 600 時間：つまり２〜３人が特化でき
る体制）に高めなければならないのです。その時
間を確保するためには、能力に合わせた適正な人
材の配置、つまり『組織デザイン』が必要となり
ます。

分析

物件の反響数・内覧数・申込件数
物件のネットのアクセス数
⾃社管理物件全体の⼊居率
課題物件の精査（３か月以上空室物件）
空室要因（なぜ空室なのか）
競合物件との賃料査定⽐較
マーケティング・リサーチ
物件ごとの年間収⽀分析

戦略

モデルルーム化
物件のプロモーション動画
B to B 営業のノベルティー
契約条件の最適化
キャンペーンの実施
⾃社メディアをはじめ新しい流通経路

提案

リフォーム・リノベーション
資産の組み換え
分析データを元にした空室改善
運営費の圧縮
新規管理受託
相続設計
資産の売却、買い換え
建築プロデュース

2%
1%

36%

36%

25%

提案業務 分析・戦略構築 現場対応 事務作業 出納業務

15%

15%

25%

25%

20%

『考える仕事』の割合：３％

『考える仕事』の
割合：３０％

よくある管理会社

理想的な管理会社
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2014 年は、ちょうどサッカー W 杯の年だったの
で、管理会社の組織デザインを、サッカーのフォ
ーメーションになぞらえて解説をしてみます。本
来、企業はそれぞれに戦術（経営戦略・事業戦略）
が存在します。しかし、なぜか私が拝見する多く
の管理会社では、超守備的布陣（6-3-1）を敷いて
いるのです（図表３）。先にも述べましたが、たく
さんの種類の業務を１人に割り当ててしまうと、緊
急性の高い仕事（クレーム対応）や、期限の決ま
っているルーティーン業務（退去立会・集送金・
書類作成・入居審査等）が優先されてしまい、オ
ーナー提案（空室改善・リフォーム・資産有効活
用）まで辿りつきません。また、困ったことに上記
のルーティーン業務や緊急性の高い仕事にいくら
人的資源を投下しても、管理会社としての生産効
率は全く上がりません。オーナーや入居者から見
れば、それらは管理会社がやるべき仕事ですし、
現場スタッフはまじめに業務をこなそうとするほ
ど、共用灯の交換や草むしりという誰にでもでき
る軽微な「作業」が中心になるために、更に生産
効率が悪くなります。しかし、本来それらの「作
業」は、従業員でなくてもできる仕事であり、もっ
とやるべき他の「仕事」がたくさんあるはずです。

守備的な布陣のワントップには「ポスティン
グ」が配置されています。ある管理会社でのエピ
ソードです。その会社では管理課のマネージャー
が、自らチラシを投函していました。ポスティング

業務生産性マトリクス（図表４）をご覧いただ
くと、縦軸には生産性、横軸には難易度（重要度）
と書かれています。それぞれのカテゴリーに A・
B・C のランキングを付けてありますが、組織全体
の最適配置を考えた場合、人件費の高いマネージ
ャーや役職者ほど、指示をすれば誰でもできるよ
うな「作業」ばかりに時間を投じるのではなく、
A ランクの「仕事」をしていただきたいのです。

サッカーでは、戦術や選手の最適配置を考慮し
てフォーメーションを変えます。それと同様に、
企業もその規模や外部環境・内部環境の変化に応
じて、常に最適なフォーメーションを描かなけれ

自体は決してダメとは言いません。しかしながら
生産性を考えるべきなのです。数千枚撒いて１〜
２件程度反響があるかないか…ということにな
り、マネージャーの貴重な時間を使うのは、費用対
効果が悪すぎます。更に聞けば、そのチラシはこ
れまで全く反響が無かった代物だったのです。し
かし、捨てるのがもったいないという理由から、
「残り数千枚は、私が責任をもって撒きます！」と
毅然と言い放ちました。一見、身を粉にしてがん
ばっているように聞こえなくもないのですが、反響
がないチラシを一生懸命撒くことは、何の成果も
生みません。そこで私は、その方に「このチラシ
はすぐに捨ててください」と言いました。それか
ら、すぐに失敗したそのチラシの敗因分析を行
い、次の戦略を一緒に考えることにしました。

ばなりません。そこで、私が理想とする賃貸管理
会社の攻めのフォーメーションをご紹介します。
先のワールドカップでザックジャパンも利用した
攻撃的布陣「4-2-3-1」です（図表５）。日本代表は
負けてしまいましたが、その辺りは気にしないで
ください。（笑）

はじめに、ディフェンダー：DF（守備的なポジ
ション）には、入居者対応や出納業務、現場対応
などの仕事に加え、レポーティングを配置してい
ます。ここでいうレポーティングとは、オーナー
への「入居者対応報告」や、募集状況を反映した
「リーシングレポート」などをいいます。必要と

図表 3：よくある管理会社の「守備的布陣」（6-3-1）

サッカーの布陣で考える、管理会社の組織デザイン

理想的な、管理会社の『攻撃的布陣』
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図表 4：賃貸業務労働生産性マトリクス

※グレーの部分は、積極的に「仕組み化」を進めるべき箇所

図表 5：理想的な管理会社の「攻撃的布陣」（4-2-3-1）

知りつつ、現場スタッフは「作業」に追われてい
るため、実際に起こっていることを数値や文章な
どへ「見える化」（文字化）する余裕はありませ
ん。しかし、その最後の詰めである「見える化」
をしないために、決定的なアピール不足となって
います。例えば、出納業務もクレーム対応も現地
対応も、迅速にミスなく行っていても「入居率が
悪い」ということでオーナーが離れてしまったこ
とはありませんか？　当然、賃貸経営ですから入
居率を高める空室対策は管理会社に与えられた最
大の使命です。入居率は、送金明細などで分かる
ため評価をしやすいのですが、入居者対応や現地

対応などは、その手間の割に「見える化」されて
いません。情報を残すことは手間で後回しになり
がちですが、社内の情報共有やオーナーへのアピ
ールなど、汎用性が高くメリットが大きいので
す。つまり、レポーティングの主な役割は守りで
すが、「見える化」でアピール（攻撃）もできる…
ということで、日本代表の長友選手と同じ左サイ
ドバックに配置しました。（笑）

それから守備的ミッドフィールダー：（守備的
MF）には、「数値分析」と空室対策の要である「リ
ーシング戦略」を配置しました。物件ごとの入居
率・反響率・内覧数・申込率などの数値を知ること
で「なぜ空室なのか？」を分析できます。それか
ら、それらの情報を元に、どのように改善をすべき
かという「戦略構築」をします。この辺りの「分
析・戦略」に時間や人材を投下できていない企業が
非常に多いのですが、「分析・戦略」がなければ、
その前の前線へと、パスを繋ぐことができません。

難易度（重要度）
A B C

労
働
価
値
生
産
性

A

新規管理受託
リノベーション提案
不動産コンサルティング
オーナー⾯談（各種提案）
⾃社商品構築（差別化）
無償管理の有償化交渉
相続設計
ファイナンシャルプランニング

リーシング戦略構築
オーナーへの広告料折衝
オーナー定期訪問
現状分析と改善提案
金融機関との折衝
客付け仲介業者への営業
各指定業者への単価交渉
物件のプロモーション戦略

⼊居者への物件紹介（案内）
更新書類作成 / 発送
保険対応
付帯商品販売
PM 関連スキルアップ
業務分担の再構築
⼊居者への満⾜度調査

B

長期空室物件会議
賃料査定
モデルルームプランニング
オーナー向けの情報発信
滞納督促
事業収⽀作成
計数管理（業務分析）
市場調査・市場分析

⼊居者アンケート作成
修繕業者選定
リーシングレポート
オーナー報告
賃貸借契約業務
⼊居者審査
募集図⾯作成
物件写真撮影

物件確認電話対応
ホームページ情報登録
ポスティング
募集図⾯作成
窓⼝集金業務
空き地調査
賃貸借契約書作成

C

月次集送金
月次明細書作成
各種訴訟
⼊居者クレーム対応
⼊居者クレーム履歴
現場対応（害⾍など） 
対応履歴作成（報告書） 
在庫管理（鍵など） 
社内情報の⼀元管理
特異オーナー対応

契約違反者への是正
業者発注
⼯事の進捗確認
退去者との敷金精算折衝
敷金精算業務
物件資料棚卸し
データベース登録
安否確認
突発性清掃業務（ゴミ・糞尿など）
通知⽂作成

定期巡回
解約受付
鍵交換
定期清掃
退去立会い
駐⾞場草むしり
店頭の物件資料貼付
長い移動時間
共⽤灯交換
現地⼩修繕

きるわけですから、「仲介手数料と管理離れ」とい
う非常に大きな機会損失を起こしているかもしれ
ません。実際に私のクライアントで、数千台の駐車
場管理を行っていて毎年たくさん管理が離れてし
まうという話を聞きました。理由を聞くと、ゼネコ
ンさんが建築提案をして、アパートが建って他社
に管理が移行してしまうのだそうです。ちなみに、
その会社はアパート建築の請負もできるので、大き
な機会損失です。賃貸管理業の特徴は、最低でも
毎月１回は、資産家であるオーナーと接触をするこ
とができる「継続性」にあります。オーナーの資産
運用提案とまでいかなくとも、常に接触する機会は

攻撃的 MF のセンターには、「オーナー訪問・提
案」を配置しました。ここはオーナーの利益を最大
化させ、かつ管理会社の価値を高める最重要ポジ
ションです。管理戸数が増えると、良く起こる現象
の一つにこのようなケースがあります。物件が増え
れば増えるほど徐々に各オーナーと接触する時間
が減り、ある日突然「物件の買手が決まったので、
新しい管理会社さんに引き継ぎをお願いします」
と言われて解約されてしまいます。本来であれ
ば、自社で専任媒介をいただき売却活動もできる
はずです。更には、他の自社管理オーナーへ売却
して、オーナーチェンジということで管理継続もで

管理会社の強みは２列目の「提案力」で活かす
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守備的ポジション（DF）の生産性向上のカギは
「仕組み化」（いつ・誰が・何回行っても、同じ品
質やレベルの成果物が出来上がること）です。守
備的業務に位置する多くのルーティーン業務は、
仕組みで業務効率を上げやすいのが特徴です。ク
レーム対応など突発的な業務は別として、DF の
ほとんどがルーティーン業務です。属人的な能力
に頼りがちですが、一度仕組みを作り上げてしま
えば、あとはそのルールを徹底させることで、効
率よく同じ成果が出せます。「仕組み化」にはいく
つか方法がありますが、例を挙げると、部署別業
務マニュアル作成・テンプレート化（繰り返し使
う資料のひな形作成）・IT 活用（管理ソフトや独
自システム）・アウトソーシングの利用などがあり
ます。例えば、IT 化の具体例ですが、当社は月間
90 〜 100 件程度「解約／原状回復工事」がありま
す。以前は十数社へ、担当別に依頼を掛けており、
ルールやフローも確立されていませんでした。そ

「仕組み化」で、ルーティーン業務を効率化

こで業者を５社程度に絞り込み、IT システムを自
社で開発して、工事業者と当社との工事案件を一
元管理できる仕組みを構築しました。当社から見
積もり依頼というボタンを押すと、先方の担当に
E メールが届くようになっており、そのシステム
で発注依頼、工事終了後の写真の共有もできるよ
うにしています。また、ネット環境さえあれば、
全社員が全ての案件進捗を一元的に見られます。
それからアウトソーシングについては、賃貸管理
業界でも少しずつ認識されつつあります。人件費
との比較も重要ですが、自社のスタッフでなくて
もできる「作業」は、できるだけアウトソーシン
グすべきです。他業界では積極的に使われるアウ
トソーシングという概念が、賃貸管理業ではまだ
まだ馴染みがありません。繰り返しになります
が、限られた人材でやるべき業務は、できるだけ
「作業」ではなく、考える「仕事」をするポジシ
ョンに配置すべきではないでしょうか。

あるのですから、積極的にコミュニケーションをと
り、他社にオイシイところを持っていかれないよう
にしましょう。

そして右サイドには「リフォーム提案」。空室改
善にはお金をかけずにできることもありますが、
抜本的な改善をするには積極的な再投資が欠かせ
ません。リフォーム提案は物件の空室改善に大き
な効果を発揮しますし、自社で請け負うことがで
きればそれなりの利益も確保できます。それから
左サイドには、「不動産コンサルティング」を配置
しています。賃貸経営も地主オーナーから個人投
資家さんの割合が増え、過去のように先祖代々の
土地に固執することが減っていくでしょう。する
と過去に比べ売買も活発になり、不動産の流動化
が起こりやすくなります。オーナーは資産家です
から、不動産コンサルタントとして傍らにいられ
れば、建替え・買換え・新築プロデュース・売買
仲介や工事請負など、派生ビジネスを受注できる
可能性がグッと高まります。賃貸管理だけではな
く、オーナーの資産全体を見ながら資産運用設計
のお手伝いができれば、オーナーが自社から離れ
るリスクは減るはずです。

それから、ポイントゲッターであるトップポジ
ションには、「管理受託」を配置してあります。
「管理受託」も、自社商品を紙面に「見える化」

するだけで、オーナーに訴求しやすくなります。
これらの仕事をオーナー担当ごとに、１人１人

が全ての業務を横断的に行っている組織体制がた
まにあるのですが、その大半が守備的な業務に忙
殺されて、提案まで時間が取れないという結果と
なります。オーナーへの提案業務を増やし、組織
の生産性を高めるためには、各業務分担を明確に
して、行うべき業務をできるだけシンプルにした
ほうが、組織全体としての「分析・戦略・提案」
の時間を確保しやすくなります。サッカーと同様
に、各ポジションには与えられた役割があるので
す。ここで重要になるのが、中盤（MF）からフ
ォワード（FW）の「コア」となる人材配置なの
です。オーナー訪問や提案は、管理会社にとって
一番力を入れるべき「コア」な仕事です。MF や
FW こそ、オーナーの資産を最大化させる、管理
会社の強みを発揮できるポジションなのですが、
そこには誰も配置されていないのです。MF や
FW などの、管理会社にとってコアな仕事は、オ
ーナーとのコミュニケーションが中心ですから、
外部に業務委託することが困難です。よって、限
りある人材は自社の強みを活かせる箇所に配置す
ることで、会社独自の「核」となる強みが生まれ
ます。
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賃貸管理ビジネスを行う企業に対しての経営・管理業務コンサルティング支援を行う一方、個人のフ
ァイナンシャルプランニング、相続、権利調整、土地活用、空室対策、賃貸住宅企画プロデュース
などの不動産コンサルティングも行っている。CFP®、CMP 等の資格を有する。『住宅新報』2012
年２月特集「震災後の入居者ニーズを捉えた賃貸経営」および現在連載中の「藤澤雅義の現場中
継」などの著作がある。

オーナーズエージェント株式会社　コンサルティング事業部次長　今井 基次（いまい・もとつぐ）

新規管理受託・空室改善・リフォームなど、管
理会社にとってオーナー提案を行う機会は日々あ
ります。しかし重要な割に、その提案のほとんど
が「口頭」で伝えられています。いくら良い提案
や商品紹介であっても、口頭で伝えられては提案
の根拠や具体性に欠けます。そもそも、説明をす
る人によって内容にバラツキが出ますし、オーナ
ーとの間で解釈に食い違いが出ても、お互いに気
付かない可能性があります。そこで提案にも「見
える化」が重要なのです。「見える化」とは、一般
的に見えにくい業務を誰が見ても分かるようにオ
ープンにして行くという意味合いでよく使われま
す。ただし、ここで言う「見える化」とは、でき
るだけ数値や文字、図表などのビジュアルを用い
て、紙面等で比較提案をする
ことや、分かりにくい管理業
務のサービス内容を目で見
て伝えることです。

例 え ば 空 室 改 善 で あ れ
ば、物件評価シートという書
式を利用して、良い点と改善
点を「見える化」して、何が
原因で空室になっているの
か？という要因をはっきり
示します（図表６）。「大家さ
ん、相場よりも高いので、家
賃を下げて募集をしません
か？」という、根拠の分かり
にくい提案をすれば、オーナ
ーも良い気がしません。最終
的にどんな商品でも「価格
（賃料）が適正かどうか」が
決め手ですが、それをどのよ
うに伝えるのかが重要なの
です。ネットの普及により、

攻めの提案は「見える化」がカギ

簡単に物件の比較がされるようになりました。消
費者心理で考えれば、同じ賃料であれば、より良
い条件の物件を選ぶはずです。物件の善し悪しを
比較ができるように項目別に定量化すると、オー
ナーに理解していただきやすくなるはずです。

これから数か月で、また繁忙期がやって来ま
す。賃貸需要が大幅に高まり、入居率を改善する
機会がこの数か月間です。このチャンスを活かす
ためには、組織全体を見渡して、あらかじめオー
ナー提案の時間を確保できる体制を整えることが
大切です。技術的なことや、人の能力だけではな
く、人材の特性を活かし最適な組織デザインをす
ることが、積極的なオーナー提案をするためのフ
ィールド作りではないでしょうか。

①
募
集
条
件

⑥
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

⑧
遮
音
性

⑨
日
当
た
り

⑩
管
理
状
況

⑦
駐
車
場
等
の
確
保

②
間
取
り

④
物
件
の
格

⑤
設
備
仕
様

③
立
地・住
環
境
利
便
性

図表 6：物件評価シート（サンプル）

グランシャリオ新宿（仮称）
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ソニー不動産
事業開始1か月で反響600件（９/24付）

10月のニュースランキング

「取引士」関連の宅建業法改正、
15年４月1日施行　閣議決定（9/２6付）

政府は９月 26 日、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を閣議決定
し、法の施行期日を 2015 年４月１日とした。

この改正では、宅地建物取引主任者を宅地建物取引士に改称すること、取引士の信用失墜行為の禁止および知識・
能力の維持向上、宅建業者による従業者の教育、免許の欠格事由に暴力団員等を含めること――などが規定された。

宅地建物取引士証への切り替え、有効期間内でも可
宅建業法省令改正（10/１付）

東京23区の中古マンション価格、今年の最高値更新
東京カンテイ８月調べ（9/25付）

国土交通省は 10 月１日、宅地建物取引業法施行規則などの改正省
令を定め、取引主任者が現在持っていて有効期間が満了していない取引主任者証
を宅地建物取引士証に切り替えることが可能となった。施行は、改正宅建業法が
施行される 2015 年４月１日。

これまで宅地建物取引主任者証の再交付については、亡失、滅失、汚損、破損した場合にしか認められなかっ
たが、今回の改正でこれに加え、「その他の事由」を設け、取引主任者証から宅地建物取引士証への切り替えを可
能にした。再交付を申請し、現在持っている取引主任者証と引き換えに宅地建物取引士証が再交付される。

東京カンテイ ( 東京都品川区 ) の調べによると、東京 23 区
(4,193 万円、前月比 0.5% 上昇 ) の中古マンションの売り希望価格が今年の
最高値を更新した。都心部ほど上昇率が高い傾向が続いている。このほどまと
めた８月の中古マンション価格 (70㎡換算、売り希望価格 ) で明らかになった。

首都圏 (2,814 万円、同 0.4% 下落 ) は３か月連続で下落。価格水準の
高い東京都 (3,797 万円、同 0.3% 上昇 ) の割合が縮小している影響が大
きい。

近畿圏 (1,815 万円、同 0.1% 上昇 ) はほぼ横ばい。中部圏 (1,472 万円、
同 1.3% 上昇 ) は連続下落が５か月でストップした。

ソニー不動産 ( 東京都中央区 ) の反響数が、事業開始か
ら 1 か月で約 600 件に達したことが分かった。

同社はソニー ( 東京都港区 ) が 2014 年４月に設立。売買仲介と賃貸管理
を主力として、８月 1 日から営業を開始した。成約価格だけでなく、サービ
スの内容によって手数料額が変わる料金体系や、売却と購入の担当者を組織的
に区別し売主と買主それぞれに付く「エージェント制」などを取り入れている。

同社によると、８月末時点で反響数が 600 件を超えた。成約数は非公表
だが、成約までのタイムラグなどを考慮しても「順調にいっている」( 西山和良代表 ) という。

▲ソニー不動産のウェブサイト
（http://sony-fudosan.co.jp/）

▲現在の宅地建物取引主任者証（見本）

エリア 価格（万円） 前月⽐
首都圏 2814 -0.4%
　　東京都 3797 0.3%
　　神奈川県 2422 0.2%
　　埼玉県 1857 -0.2%
　　千葉県 1830 -0.3%
近畿圏 1815 0.1%
　　大阪府 1853 0.4%
　　兵庫県 1770 0.3%
中部圏 1472 1.3%
　　愛知県 1539 1.5%
　東京 23 区 4193 0.5%
　横浜市 2573 0.5%
　さいたま市 2067 -1.5%
　千葉市 1722 -0.7%
　大阪市 2206 0.4%
　神戸市 1798 0.7%
　名古屋市 1791 1.9%
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「住んでみたい街」　７年連続で吉祥寺が1位
品川も人気上昇　メジャー7調査（9/２5付）

住宅新報社ホームページにて、9月14日～10月10日までの期間、閲覧回数
が多かったニュースをランキング形式でご紹介します。

マンション供給大手７社で構成するメジャーセブンはこのほど、
新築マンション購入意向者を対象にした「14 年度住んでみたい街アンケート」
の結果をまとめた。首都圏、関西圏に住む７社のインターネット会員に聞いたも
ので、有効回答は首都圏 4,777 人、関西圏 1,181 人だった。７社は住友不動
産、大京、東急不動産、東京建物、野村不動産、三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス。

首都圏で「住んでみたい街」の１位は７年連続で「吉祥寺」だった。２位は「自由が丘」、３位は「横浜」で、
トップ３は昨年と同じ。以下、「恵比寿」「広 尾」「二子玉川」「鎌倉」「中目黒」が続き、９位に「品川」がランク
イン。品川は交通の便が評価され、高級感、ステータス感で支持率が高かった。

関西圏では、「西宮」が昨年に続き１位で、「芦屋」「梅田」がベスト３だった。

「取引士」の法定講習改正　意見募集を開始（９/17付）

「リノベ不動産」が始動
全国でＶＣ加盟店募集へ（９/１8付）

「中古住宅仲介＋リノベーション」のワンストップサービスを提
供する和久環組 ( 神奈川県横浜市 ) は 10 月から、「リノベ不動産」のブランド
で全国展開に乗り出す。ＶＣ ( ボランタリーチェーン ) の形態で不動産・建築事
業者の加盟を募り、売買仲介を起点にした中古リノベーションを全国に広める。これに伴い、 ＶＣの運営に特化す
る「リノベ不動産 ( 株 )」を今夏に設立した。

国交省　中古住宅瑕疵保険の手続き改定　「検査後」の申込み可能に
ハウスジーメン、住宅保証機構が認可取得（9/22付）

三大都市圏平均、住宅地上昇に転換　14年基準地価（9/18付）

増税後の低迷が一服　東京カンテイ、
全国中古マンション価格天気図（9/30付）

※内容は、Ｐ 18 を参照

※内容は、Ｐ 20 ～ 21 を参照

東京カンテイ ( 東京都品川区 ) はこのほど、2014 年８月の中古マンション価格天気図 ( 売り希
望価格、70㎡換算 ) をまとめた。それによると、価格の上昇傾向を示す「晴れ」の減少に歯止めが掛かった。前
月から天気が悪化した地域も減っている。消費増税後の低迷に一服感が出たと同時に、来年の北陸新幹線開業 へ
の期待感が価格動向に反映されたようだ。

天気模様別にみると、「晴れ」が９地域 ( 前月は７地域 )、「雨」が３地域 ( 同２地域 )、「薄日」が 11 地域 ( 同
15 地域 )、「雲り」が 17 地域 ( 同 13 地域 )。また、前月から天気が悪化したのが 12 地域 ( 同 14 地域 ) と減っ
たのに対して、改善したのが 13 地域 ( 同５地域 ) と倍以上に増えた。

▲リノベ不動産のウェブサイト
（http://beat0909.com/）

▲人気が上がってきている「品川」。2014
年 7 月の地価調査結果でも住宅地におい
て品川区は 2.8％上昇している
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る相談会をスタートし、現在は年
間約 150 件、累積で 500 件以上の
相談を受けて、多くの債務者を救
ってきた。その成功の秘訣はどこ
にあるのか。

地域に必要とされ
他社との差別化も

代表の山部真一氏は、地元の建
築会社や大手住宅メーカーで営業
として働いたのち、「その人に合っ
たライフスタイルを提案できた
ら」と考え、30 歳で独立・開業。
一般の売買では大手には勝てない、
何か専門性を持って取り組む必要
があると、様々なセミナーを受講
したり、そこで会った全国の経営
者を訪問したりと、熱心に業界の
流れを勉強した。

そんなある時、地元の後輩から
相談を持ち掛けられた。「両親が住
宅ローンを滞納していて競売にな
りそうだから助けてほしい」とい
う内容だった。山部氏は債権者や
市役所に何度も足を運び、折衝を
重ねた結果、競売を回避し、債務
者の念願だった家に住み続けるこ
とにも成功した。相談に訪れた時
とは一変した、後輩やその両親の
晴れやかな表情を見て、山部氏は
決意する。「地域に必要とされる価

「専門性で優位な任意売却は
地域に必要とされる価値ある仕事」

リーマンショック以降の不景気で、住宅ローン破綻者が後を絶たない中、債務者を救う一
つの手法として、競売にかけられる前に債権者である金融機関の合意を得て自宅を売却す
る「任意売却」が注目を集めている。岡山で任意売却を専門に取り扱うオハナ不動産の山
部真一代表に、任売の今と今後の展望について聞いた。

今後も増える
任意売却の需要

2008 年秋に起こったリーマン
ショック以降、日本経済は不景気
の波にさらされ続けている。大手
企業はともかく、アベノミクスに
より景気が回復したという実感は
薄く、消費税増税がそれに追い打
ちをかけているのが現状だ。

2009 年に施行された中小企業
金融円滑化法、いわゆるモラトリ
アム法が昨年３月に期限切れとな
り、ローン破綻者が増えることが
見込まれている。2011 年には生活
保護受給者数が 200 万人を突破し、

自己破産者数の増加も社会問題と
なる中で、自宅を競売にかけずに
市場価格で売却する任意売却の手
法が改めて脚光を浴びている。

経済的な理由から住宅ローンの
返済が滞り、自宅まで奪われる、と
いう失意のどん底にある家族を救
う任売はしかし、金融機関や弁護
士との交渉や債務者の心のケアな
ど、不動産のノウハウだけでは処
理しきれない、専門知識と経験が
必要な分野でもある。したがって、
通常の不動産業務を行う会社では、
対応しきれないケースもままある。

岡山県倉敷市にあるオハナ不動
産は、任売を専門に取り扱ってい
る。5 年前から住宅ローンに関す
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▲裁判所ＨＰより作成。リーマンショック後に６万件を超えた競売件数が 2010 年から減少に転じたのは、
“モラトリアム法”の影響と思われるが、昨年期限切れとなったことで再び増加に転じる可能性がある
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者に自宅の所有権を売却し、その
売却益で住宅ローンの残債務を返
済。第三者に賃料を払いながら、そ
のまま住み続けるというもので、生
活環境を変えずに済むことや引っ
越し代、固定資産税などの諸経費
を払う必要がないことなどのメリ
ットがある。家計を改善できれば、
将来的には買い戻すこともできる。

実際にリースバックでの実績も
ある。山部氏の紹介したファンド
会社に購入してもらった自宅に今
も住んでいる家族からは、涙を流
して喜ばれた。将来は息子が買い
戻す予定だ。やりがいを感じる瞬
間である。

最近では、債権者である金融機
関や弁護士などからも依頼を受け
るようになった。任売の経験が少
ない不動産会社だと、債務者を不
安にさせる恐れがあるためだ。山
部氏も弁護士や司法書士などと緊
密な連携を図り、相談者に対して
よりスピーディーな対応をしてい
きたいと語る。
「無理をして住宅ローンを組み、

今後支払いが難しくなる人が増え
てくる。困っている方に、より多
くの受け皿が必要になる」と、今
後は不動産会社向けの勉強会も予
定している。

取材先　株式会社オハナ不動産

値のある仕事をしよう」。幸い、市
内に住宅ローンの相談に応じる不
動産会社はない。任売を専門に取
り扱うことで、他社との差別化を
図ることもできる。

それから山部氏は、全国の任売
業者と定期的に連絡を取り合い、会
社訪問を行って情報を交換し、債
権者の動向等を調査。一昨年には
ＮＰＯ法人住宅債務者支援センタ
ー（熊本県）と連携し、山部氏自身
が岡山事務所の理事として、無料
相談会などを定期的に行っている。

当然ながら、始めたばかりのころ
は専門知識もなく顧客もつかない
まっさらの状態。最初の２年ほどは
苦しんだが、徐々に仕事を覚え、相
談者の要望に的確に応えることが
できるようになる。口コミで相談者
が増え、今では多い時で月に 25 件

の相談を受けるようになった。

困っている人に
より多くの受け皿を

住宅ローンが滞る理由には、主
にリストラ、離婚、家族の病気等
がある。そのため、相談時は特に
気をつけていることがあると山部
氏は言う。
「相談者さんはそれまでどこに

行っても滞納の事実を責められて
きた。ですから、面談はできれば会
社に来ていただき、30 分間は口を
挟まずじっくりと話を聞くように
しています」。心を閉ざしている相
談者が多い中で、まずは信頼して
もらうことが大切だと実感してい
る。中には心の病を持っている人も
いて、そういった相談者にも対応
できるよう山部氏はコーチングや
心理学の勉強もしているそうだ。

自宅への愛着や子供の学区など
の問題から、自宅に住み続けたい
という希望を持つ相談者には、任
売の発展形ともいえる「リースバッ
ク」という手法がとれる場合があ
る。信頼できる投資家などの第三

株式会社オハナ不動産

代表取締役 山部真一氏

会社概要
●会社名／株式会社オハナ不動産
●所在地／岡山県倉敷市
●設立／ 2006 年２月
●代表取締役／山部真一
●従業員数／４人
●事業内容／不動産売買の媒介、任意売却事業、

不動産有効活用のご提案・コンサルティング
●（公社）全日本不動産協会・（公社）不動産保証協会会員
●ＵＲＬ／ http://www.okayama-ninbai.com/

▲定期的に無料相談会を開催するほか、個別相談には１時間
以上かけてじっくりと話を聞く

▲女性スタッフによる相談会も開催。
希望者には⾃宅への訪問相談も行う
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求（図表１）による確認で所有者にたどり着くこと
になります。

このように、「その土地や建物の所有者を調べた
い」といったオーソドックスな目的達成のために、
不動産登記簿は活用されてきました。しかし、イン
ターネットやＩＴ技術の発達により、不動産会社の
様々なニーズを満たす情報の提供が不動産登記簿を
活用して行えるようになりました。

●「売却依頼」獲得のために
例えば、「土地や建物を売りに出す可能性の高い

所有者を調べたい」といったニーズは多くの不動
産会社にあることでしょう。「土地・建物を探して
いるお客さんがたくさんいます」という旨の表記
をしたチラシのポスティングにより、売却依頼を
何とか獲得しようと努力する動きはあちこちで見
られます。

では、不動産登記簿によって、「売りに出す可能
性の高い所有者」を調べることは可能でしょうか。
この点については、「何が原因で所有権がその人に
移ったのか」を表す記載が登記簿にはあるので、例
えば「相続」や「差押え」といった記載がそこにあ
れば、売りに出す可能性が高い物件だととらえるこ
ともできます。
「相続」の場合だと、「相続税を現金で支払う余裕

がないのであれば、この物件は売りに出されるかも

街中を歩いているとき、魅力的な土地や建物を見
つけたとしましょう。見込み客などに売却案内など
を持ちかけたい場合、不動産会社はまず、その魅力
的な物件の所有者を特定しなければなりません。周
辺への聞き込みなどでそれが特定できればよいです
が、仮に分からなかった場合には不動産登記簿の閲
覧などでその所有者を調べることになります。

その際、まずはブルーマップなどで登記簿閲覧の
ために必要な地番を調べ、登記所に赴いて登記簿を
取得する、もしくは法務省が提供するオンライン請

特
集
2

登記情報の活用でビジネス拡大
ピンポイントのアプローチ実現

今までの登記簿情報にプラスした
付加価値情報を活用

登記簿を見て初めて分かる
売却の可能性

不動産登記簿は、土地・建物の所在や面積のほか、所有者の名前・住所などを一般公開し
ています。不動産取引の安全と円滑化を図る役目を担う、非常に重要な公的情報です。不動
産業界内でも、この登記簿をもとにした登記情報について様々なサービスを提供する動きが増え
ています。そしてそれは、インターネットの普及や時代の変化と共に、コンテンツも多岐にわたる
ようになりました。登記情報を活用したビジネスの現状を見てみましょう。

▲登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画⾯上で確認できる
（http://www1.touki.or.jp/）

図表 1：登記情報提供サービス
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しれない」と考えることができます。また、「差押
え」の場合には、「資金回収のために、売りに出さ
れるのではないだろうか」と想定できます。更に、
「二番抵当」の記載があった場合、資金がショート
している可能性もあるため、売却の可能性が高いと
読み取ることもできます。

登記簿を閲覧すれば、以上のような「予想」も可
能です。ただ、登記簿は閲覧して初めてこれらのこ
とが分かるため、事前に「相続」や「差押え」の記
載がある登記簿を絞った上で閲覧請求することはで
きません。

●増加基調の「相続」
東京・飯田橋に本社を構える不動産登記情報コン

サル会社「株式会社ＪＯＮ」によると、東京 23 区
内で 2013 年に発生した相続件数は約 6.3 万件。神
奈川県横浜市・川崎市・相模原市で約 3.4 万件、大
阪府大阪市・堺市で約 1.7 万件に上ります。2015 年
１月には相続税改正による基礎控除引き下げが控え
ているため、対象者の増加によりその数は更に拡大
基調になることが予想されています。
「相続」が発生すれば、不動産会社にとってビジ

ネスにつながる話が出やすくなります。そのため、
これら相続人に対していかに迅速にアプローチでき
るかが不動産会社にとっては大変重要になります。
「相続登記と同時に売り先が決まっている割合は
５％未満」（株式会社ＪＯＮ調べ）であることから、
相続が発生したという事実を確認してからのアプ
ローチでも十分間に合うといえます。ただ、相続物
件を最終的に売買した期間を見てみると、「１年未
満」が 35％に上り、２年未満までを含めると 57％
に上ります（図表２：東京 23 区で過去 14 年に発生
した相続手続きを抽出、株式会社ＪＯＮ調べ）。早
め早めの対策が重要だといえます。

不動産会社の中には、株式会社ＪＯＮのような登
記情報コンサル会社を活用し、対象者に迅速なアプ
ローチを行おうとする流れがあります。これらのコ
ンサル会社の活用により、「相続が発生した不動産
所有者」だけを抽出して情報を取得することが可能
となります。そして、それらの所有者に対してダイ
レクトメールを送付するなどして、直接アプローチ

できることになります。不動産登記情報の活用で、
「ピンポイントの対象者への営業提案」が可能に
なったといえます。

株式会社ＪＯＮ取締役営業本部長の眞木仁氏
は、「約 700 店舗の顧客が当社の登記情報データを
利用しています。年々一定割合で増えています」
と話しています。

●様々な抽出方法
登記情報提供会社では一般的に、地区や、その

登記が売買目的なのか相続なのかといった「登記
目的」、土地や建物の「登記種別」などを指定して
検索し、情報を取得することができます（図表３・
４）。そうすると不動産会社は、例えば「東京都世
田谷区で土地の相続が行われた情報」を抽出取得
することが可能になります。

登記情報提供会社によっては、「用途地域」、１年

35%

51,399件

32,966件

総計 ： 147,577件

15,666件

10,694件

8,358件

6,595件

5,568件

4,132件

22%

11%

7%

6%

4%

4%

3%
2%
2% 4%

■１年未満　■１年以上２年未満　■２年以上３年未満　■３年以上４年未満
■４年以上５年未満　■５年以上６年未満　■６年以上７年未満
■７年以上８年未満　■８年以上９年未満　■９年以上10年未満　■10年以上15年未満

3,194件

2,710件
6,295件

図表 2：相続から売買に至った件数
（東京 23 区で過去 14 年に発生した 65 万件の相続手続き：株式会社 JON 調べ）

登記情報の活用で
ピンポイントに営業提案できる

目的別に情報を取得して
効率よく営業活動を展開
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域で１筆ごとに土地に付けられている番号で、売買
などで物件を特定するために使われていますが、住
居表示とは違うものになります。地積は、土地の面
積ですが、実際の面積と異なる場合があるため、売
買のときなどは特に注意が必要です。

権利部（甲区）には、「所有権に関する事項」
が記録され、【順位番号】【登記の目的】【原因】
【権利者その他の事項】などの欄に分かれます。
順位番号は、登記された順番となり、相続や贈与
などが繰り返された不動産では、【登記の目的】
欄に「○○太郎持分一部移転」「○○花子持分全
部移転」などの記載がある場合があります。乙区
には「所有権以外の権利に関する事項」が記録さ
れており、抵当権や賃借権、地上権、地役権など
が記載されます。抵当権が設定されている場合は
【権利者その他の事項】欄に債権額、利息、債務
者、抵当権者などが記載されますが、債権額は借
入当初の額となり、現在の借入残高ではありませ
ん。また、借入金を完済した場合や借り換えた場
合などは当初の抵当権設定事項はすべて下線が引
かれ、抹消事項であることを示します。
●「読み解き」で営業提案の幅が広がる

それでは「登記情報を読み解く」と、どのよう
に営業提案の幅が広がるのでしょうか。

例えば「売買の登記が行われた時期を起点とし
て、過去に抹消登記が行われなかった物件」を指
定して情報を抽出した場合、「売主にローン残債
がなかった＝売買代金が全額売主に入った」とい
うことが予想できます。比較的資金に余裕がある
層と読み取ることができ、不動産会社にとっては
マンション投資などを提案する大きな機会となり
ます。
「売買登記後に抵当権設定登記がない物件」を指

定して情報を抽出した場合、買主はキャッシュで
当該物件を購入した可能性が高いといえます（図
表５参照）。「富裕層」であるとして、様々な営業
展開を見込める相手と期待できることになります。

差し押えの物件（登記）においても、その物件
が最終的に競売となるのか任意売却（任売）にな
るのかといったところで読み解くことができま
す。任売は通常売買と結果的には同様なので、市
場の需要に十分対応できたと捉えることができま
す。一方の競売は、通常売買が成立しなかったあ
まり人気のない物件と見ることもできます。

前から遡って最近までの情報が欲しいといった「登
記処理年月の指定」、「建物の構造」、「築年月日」な
ども指定して絞り込めるところもあります。
●登記簿謄本の見方

登記情報の取得後は、「情報の読み解き」が必要
になってくるため、その前に登記簿謄本の基本的な
見方をおさらいしておきましょう。

登記簿謄本（登記事項証明書）は、１筆（１区画）
の土地または１個の建物ごとに１つの登記記録とし
て作成されています。「表題部」「権利部甲区」「権
利部乙区」に分かれ、表題部は土地、建物、区分所
有建物でそれぞれ記載されている内容が違います。

土地の表題部には、図表５のように【所在】、【地
番】、【地目】、【地積】、【原因及びその日付】、【登記
の日付】などの欄があります。地番は、その所在区

図表 3： 検索ページ例

図表 4：検索結果一覧例

▲登記情報に基づき、⽤途や地番、家屋番号、登記処理年月日、登記の目的など様々な条件で
検索・抽出ができる

▲検索条件以外に、⽤途地域、土地の筆数、建ぺい率・容積率なども⼀覧に表示される
図表提供：株式会社 JON
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図表 5：
登記事項証明書の見本

 余　白

 【所在】

 【②地 目】

 宅地 ８７

 余 白

【順位番号】

　　　　＊　下線のあるものは抹消事項であることを示す。

 昭和５５年６月２０日相続  共有者
 　横浜市△△区▽▽町一丁目15番18号
 　持分２分の１
 　住　吉　宅　子
 　横浜市△△区▽▽町一丁目15番18号
 　２分の１
 　住　吉　新　二
 　順位２番の登記を移記

全部事項証明書　　　（土地）

 昭和５６年１月１２日

　　　【　権　利　部　　　（甲　区）　】（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

 余 白  昭和６３年法務省令第３７号附
 則第２条第２項の規定により移
 記
 平成８年５月２３日

　　　【　表　題　部　】（土 地 の 表 示）

神奈川県横浜市△△区▽▽町１丁目７７７－２

 余 白

 横浜市△△区▽▽町一丁目

 調整　平成８年５月２３日

 余　白

地図番号

 【登記の日付】

 ７７７番１から分筆

　余 白

 【①　地 番】

整理番号　Ｄ１２３４６　（１／１）　    　　（1／２）

【原因及びその日付】㎡ 【③　地　　　　　　積】

２１４

【登　記　の　目　的】 【受付年月日・受付番号】【　原　　　　　　因　】 【　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　】

 ７７７番２

 住吉宅子持分全部移転  平成６年２月７日
 第５６２２号

 平成５年１０月１４日相続  所有者　横浜市△△区▽▽町一丁目15番18号
 　持分２分の１
 　住　吉　新　二
 　順位３番の登記を移記

 所有権移転  昭和５５年９月２５日
 第１３６２５号

【順位番号】

登記官 印

　　　　＊　下線のあるものは抹消事項であることを示す。

 所有者　横浜市△△区▽▽町一丁目１５番１８号
 　新　田　宅　三

　これは登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。
　ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない

整理番号　Ｄ１２３４６　（１／１）　  　　（２／２）

    　　　　新　報　太　郎

神奈川県横浜市△△区▽▽町１丁目７７７－２ 全部事項証明書　　　（土地）

【登　記　の　目　的】 【受付年月日・受付番号】 【　原　　　　　　因　】 【　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　】

　余 白   余 白   余 白
 昭和６３年法務省令第３７号附則第２条第２項の規
 定により移記
 平成８年５月２３日

平成２６年１１月１日
横浜地方法務局○○出張所

 所有権移転  平成１７年２月２５日
 第９２１２号

 平成１７年２月２５日売買

例えばある地域で売却依頼を受けた際、そのエ
リアで競売が多いか任売が多いかを調べる（読み
解く）ことで、価格設定の提案が変わることにな
るでしょう。競売が多い時は「人気が低いエリア
の可能性あり」として価格を低く設定、任売が多
い時はその逆を提案できることになります。

株式会社ＪＯＮの眞木氏は、「不動産営業の王道
は、人と人との良好な関係を築き、そのつながり
の中で仕事をもらうことだと思います。ただ、効
率的で説得力のある提案ができれば、仕事をもら
える確率はグンと高まります。登記情報をうまく

活用することで、ぜひそれを実感していただきた
いです」と話しています。

●会社名／株式会社ＪＯＮ（Joint Office Network）
●本社所在地／東京都新宿区
●事業内容／不動産情報収集、検索、

不動産データベースの研究、開発、
作成並びに販売ほか

●ＵＲＬ／ http://www.jon.co.jp/

取材先Data

▶乙区の記録がないことから、
売主と買主両者に抵当権の設
定がなかったことが分かる

。
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国交省　中古住宅瑕疵保険の手続き改定
「検査後」の申込み可能に
ハウスジーメン、住宅保証機構が認可取得

中古購入時の建物検査　戸建て住宅で５割実施
流通各社の保証、利用率４割に　ＦＲＫ調査

個人間売買用の既存住宅売買瑕疵保険 ( 中古住
宅瑕疵保険 ) について、このほど手続きの一部が
改定された。インスペクション ( 建物診断・検査 )
を実施した後に、保険に申し込むことができるよ
うになった。８月末に国土交通省で開かれた、「第
２回住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討
委員会」での議論を踏まえたもの。
個人間売買用の中古住宅瑕疵保険に加入する際

は、保険を申し込んだ後に現況検査を受け、適合で
あれば保険証券が発行されるのが従来の流れ。改
定後はこれに加えて、保険の申し込み前に実施した
インスペクションを、保険加入に必要な現況検査と
みなして活用する方法が可能になった。インスペク
ションは保険の検査基準を満たすこと、性能評価機
関または建築士事務所の既存住宅現況検査技術者
が行うことが条件。検査料や保険料に変更はない。
今回実現した「検査先行型」の保険申し込み方

法は、以前から検査機関や仲介業者の間で待望す
る声が挙がっていた。「インスペクションをした上
で保険に入るかどうかを決めたい」といった買主
のニーズや、仲介各社が競合する取引実態に検査
のタイミングを合わせる必要があったことなどが
理由だ。
国交省は直近にかけて、既存住宅現況検査技術

者制度のスタートに併せて現場検査を簡略化する
など、同保険の普及に向けた取り組みを強化。更
に「流通のスピードに乗せるにはどうしたらいい
か」（住宅生産課）を検討する中で、今回の改定に
至ったという。
保険法人５社のうちハウスジーメン ( 東京都港

区)と住宅保証機構(東京都港区)が商品改定を申
請、９月 18 日付で認可を受けた。このほかの３社
も、順次申請するとみられる。

不動産流通経営協会 ( ＦＲＫ ) がこのほどまと
めた 14 年度の消費者動向調査によると、中古住宅
購入時の建物検査の実施率が５割近くに上った。
戸建ては半数を上回っている。調査対象とした検
査は、不動産流通各社による保証サービスの一環
で行われる建物検査 ( 設備検査を除く )、保険法人
が提供する既存住宅売買瑕疵保険に付随する建物
検査、民間のホームインスペクション。流通段階
において、約半数の中古住宅で何らかの検査が実
施されていることになる。
住宅購入時の建物検査の実施状況に関する設問
では、中古住宅購入者全体の 46.2% が「いずれか
の検査を行った」と回答。「どの検査も行っていな
い」が 36.5%、無回答が 17.3% だった。更に建物
種別で見ると、戸建ては「検査を行った」のが
53.5% と半数超。マンションは 43.5% だった。
また FRKは、建物検査を含む保証制度の利用

状況に関しても調査した。不動産流通各社による
保証サービスについては、「建物保証と設備保証を
両方、またはいずれかを利用した」割合が 40.3%。
内訳は「両方」が 14.2%、「建物保証のみ」が 17.3%、
「設備保証のみ」が 8.8% だった。建物種別で見る
と、戸建ては「両方」が 44.1%、「建物保証のみ」
が 27.3%、「設備保証のみ」が 2.3%。建物保証の実
施率の高さが際立つ。一方でマンションは、「両
方」が 14.3%、「建物保証のみ」が 12.4%、「設備保
証のみ」が 12.7% で、建物と設備の割合がほぼ同
じだった。
国土交通省指定の保険法人が提供する瑕疵保険

については、８%が「利用した」と回答。「利用
していない」が 79.4%、無回答が 12.6% だった。
戸建ては 12.5%、マンションは 5.9% が「利用し
た」と回答した。
このほかの設問では、「安心につながった」「後
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２０１４年度宅地建物取引主任者試験
３％増の19.2万人が受験

試験実施機関の不動産適正取引推進機構が発表
した速報によると、14 年度の宅建受験者数は 19
万 2,053 人（申込者数 23 万 8,343 人）で前年実績
を約 5,700 人・３％上回った。
昨年は広い範囲で悪天候だったことも影響し、
受験率は９年ぶりに 80%を下回った（79.4％）が、
今回は 80.6％に回復した。
問 46 ～問 50 の 5 問分が免除される登録講習

修了者の受験者は４万 229 人。全体の 20.9％を
占めた。
最も受験者数が多かったエリアは東京都で３万

8,060 人、次いで神奈川県の１万 7,868 人、大阪府
の１万 5,598 人、埼玉県の１万 3,449 人、愛知県の
１万 952 人、千葉県の１万 840 人と続いた。
受験率が最も高かったのは山形県で 83.7％

だった。

今年の試験は、民法分野に難解な問題が多く、
一方で宅建業法では平易な問題が目立った。住宅
新報社講師陣によると、「民法の問題を目の前に
して、不安を感じた受験生は多かったのではない
か」と語る。
宅建業法については、「平易だった昨年よりも
更に難易度は下がったのではないか」と予想。5
問免除分は比較的難しい問題も見受けられたた
め、登録講習修了者にアドバンテージがあったと
見てよさそうだ。
住宅新報社では、「難易度は昨年並み」との判
断から、総合的に考えて「33 点前後」（昨年は 33
点）を今年の合格ラインと予想した。

▲⾜早に会場⼊りする受験生たち

▲東京都内の会場。緊張の⾯持ちで試験監督員からの説明を待つ受験生たち

2014 年度（平成 26 年度）宅地建物取引
主任者資格試験が 10 月 19 日、全国一斉に
開催された。近畿から東北地方にかけて雨
模様だった昨年から一転、今年は概ね天気
に恵まれた。来年から資格名称が「宅地建
物取引士」へと変わるため、主任者として
は最後の試験。約 19.2 万人が挑んだ。

難易度は昨年並みか　合格基準は33点前後を予想

民法に難解問題目立つ　業法は昨年より平易か

押しになった」といった意味での、住宅購入に対
する保証の影響を尋ねた。不動産流通各社による
保証サービスは、75.7% が「影響した」と回答。
瑕疵保険も 70.0% が同様の回答だった。

調査は首都圏で 13 年４月～ 14 年３月末までの
間に、住宅を購入した世帯を対象として実施し
た。回答数は 2,280、回答率は 49.3%。
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2014年基準地価　下落率、縮小傾向続く
三大都市圏　住宅地は上昇に転換

国土交通省が発表した 2014 年都道府県地価調査（基準地価、７月１日時点）によると、全国
平均では住宅・商業地とも依然として下落しているものの、下落率は縮⼩傾向が継続。上昇地
点数の割合は全国的に増加し、特に三大都市圏では、住宅地の半分弱の地点が上昇。商業地の
３分の２強の地点が上昇している。⼀方、地方圏は住宅地、商業地ともに上昇地点は増加して
いるが、８割弱の地点が下落。ただ、⼀部の地域では上昇の兆しが出ている。

住宅地の全国平均は 1.2% 下落（2013 年は 1.8% 下落）、商業地は 1.1% の下落（同 2.1% 下落）となった。
三大都市圏平均では、住宅地が 2008 年以来６年ぶりに上昇に転換 (0.5％上昇、同 0.1％下落）。商業地

は２年連続の上昇で、1.7% 上昇（同 0.6% 上昇）。
上昇地点数の割合は全国的に増加し、住宅地は 13 年の 1,970 地点（全調査地点の 13.4%）から 2,929 地

点（同 19.9%）と約２割に。商業地は 910 地点（同 18.1%）から 1,361 地点（26.8%）に拡大した。
一方、地方では、住宅地は 8,465 地点が下落（同 79.7%）、商業地は 2,913 地点が下落（同 79.8%）とな

り、約８割弱の地点が下落している。

年後半で減速感も
圏域別に見ると、東京圏の住宅地は 0.6％の上昇（前年比 0.7 ポイント上昇）、商業地は 1.9％の上昇（同

1.3 ポイント上昇）。特に東京都は全国１位の上昇率となった。ただ、半年ごとの地価動向を見ると後半
はやや上昇を弱めている。

大阪圏の住宅地は 0.1％の上昇（同 0.5 ポイント上昇）、商業地は 1.5％の上昇（同 1.1 ポイント上昇）。
特に、京都市、大阪市、北摂エリアと阪神間を中心に上昇基調を強めている。なお、半年ごとの地価動
向を見ると後半、上昇をやや強めている。

愛知県の住宅地は 0.9％の上昇（同 0.2 ポイント上昇）、商業地は 1.5％の上昇（同 0.8 ポイント上昇）。
名古屋市及びその周辺部の尾張地域の多くで上昇基調を強めている。ただ、半年ごとの地価動向では、後
半は上昇を弱めている。

地方圏の住宅地は 1.8％の下落（0.7 ポイントの改善）、商業地は 2.2％の下落（0.9 ポイントの改善）。上
昇地点数は、住宅地で 992 地点、商業地で 393 地点と前年より増えたが、８割弱の地点が下落している。
宮城県は上昇率を拡大し、福島県、沖縄県は下落から上昇に転じた。

個別地点の動向
五輪新設会場周辺　マンション需要高まる

東京五輪・パラリンピック会場至近の立地として、マンション素地などの需要が高まり、地価が上昇。
勝どき駅そばの「中央－２」では 98 万 1,000 円（㎡当たり、以下同）と 10.8％上昇した。このほか、月
島、晴海などの地点が上昇を示している。

千葉・流山エリア　区画整理事業で上昇
千葉県では、流山、船橋、木更津などで上昇。流山は、ＴＸ流山おおたかの森駅近くの「流山－５」

で 13 万 5,000 円と 9.8％上昇。区画整理事業が進み、道路整備による最寄り駅までの利便性や一部で「千
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詳しい調査結果は、土地総合情報ライブラリー（http://tochi.mlit.go.jp/chika/chousa/2014/
index.html）をご覧ください。

葉のニコタマ」と呼ばれるショッピングラインナップなどが
評価された。

北陸／金沢・富山　新幹線効果現る
地方は、全般的には下落地点数が８割近くとやや振るわな

いが、一部の地域で上昇がみられる。
石川県の金沢市、金沢駅近くの商業地「金沢５－ 21」では、

31 万 5,000 円と 15.8％上昇。これは、商業地全国 1 位の上
昇。15 年３月に予定される北陸新幹線開業を見据えて、商
業地への需要は堅調となっている。

富山の商業地も 0.8％上昇。住宅地では 2009 年の市内軌道ＬＲＴの環状線化に続き、2017 年には南北
一体化が予定され、住宅地ではより一層の利便性の向上が見込まれるなど、上昇基調。商業地は、北陸
新幹線開業に伴い、富山駅周辺で開発プロジェクトが進んでいる中、店舗需要が堅調で、下落から上昇
に転じた。

リゾートエリア　円安で別荘需要
円安を契機にリゾート地における外国人の別荘地需要などが活性化しているのが、北海道倶知安町。

倶知安駅近くの住宅地「倶知安－２」が３万 1,000 円、6.9％上昇。林地である北海道（林）20 －６も
150 円、50％上昇した。

同じく別荘地需要増加により地価上昇したのが、山梨県山中湖村。住宅地「山中湖－１」が１万 1,100
円、2.8％上昇した。

観光客増加により地価上昇したのが、京都市東山区と沖縄県那覇市。沖縄県は地方圏では宮城県と並
び、住宅地、商業地とも１年を通して上昇に転じた。

（住宅新報 2014 年９月 23 日号より）

＜今回の地価調査で特徴的な動きを示した地点＞
○名古屋中村５－１[ 商業地 ]

・2014 年７月１日時点の地価：8,850,000 円／㎡
・前年比 10.6％の上昇
名古屋駅東口の「名駅エリア」は、ハイグレードビルが立ち並び、今後

も再開発の進捗など、同地区のオフィスエリアとして更なる発展が期待さ
れることから、需要が高まり、地価の上昇が見られる。

○岡山北５－２[ 商業地 ]
・2014 年７月１日時点の地価：

960,000 円／㎡
・前年比 6.2％の上昇
岡山駅周辺で再開発事業による

大規模ショッピングセンターが開
業予定（2014 年 12 月）で、商業性
向上の期待感が増している。

▲ 2015 年３月に長野駅から金沢駅間で開業予定の北陸新幹線

▲大規模ショッピングセンター「イオンモール岡山」の
外観イメージパース

▲再開発の進展が期待される
名古屋駅周辺
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１．住宅の敷地に係る固定資産税のポ
イント

（１）固定資産税の計算方法
土地の固定資産税は、賦課期日（１月１日）に不動産

を所有している者に対し、所在地の市町村が課税する税
金です。固定資産税は、課税標準に税率を掛けて計算し
ます。税率（標準税率）は 1.4％です。土地の固定資産
税の課税標準は、地方税法 349 条に定める価格（いわゆ
る「固定資産税評価額」）を基に計算します。
（２）住宅用地である土地の課税標準の特例

専ら人の居住の用に供する家屋の敷地のうち、その上
にある家屋の総床面積の 10 倍までの土地は住宅用地と
され、その固定資産税の課税標準には、地方税法 349 条
の３の２により、次の減額特例が設けられています。

①住宅用地で住宅 1 戸につき 200㎡までの部分は、固定
資産税評価額の 6 分の 1 相当額を課税標準とします。

②住宅用地のうち 200㎡を超える部分は、固定資産税
評価額の３分の１相当額を課税標準とします。

２．二世帯住宅の敷地における住宅用地に係
る固定資産税の課税標準の特例の適用

（１）二世帯住宅の敷地に係る特例適用のポイント
地価が高い都市部では、親の土地の上に二世帯住宅を

建て、親と子のそれぞれの家族が住む場合があります。
この二世帯住宅については、内部で各世帯の居住スペー
スがつながっているタイプと、プライバシー尊重のた
め、親子世帯の居住スペースを独立させ、内部では互い
のスペースへの行き来ができないものがあります。

二世帯住宅の敷地は基本的に住宅用地に該当するこ
とから、前述のＡ１（２）の特例（以下「住宅用地特
例」といいます）の適用対象となります。ただし、住宅
用地特例は、Ａ１（２）の通り住宅 1 戸当たりの敷地面
積により課税標準とされる額が異なることから、居住す
る二世帯住宅の戸数により、その敷地に係る固定資産税
の額が異なります。
（２）東京都の裁決事例から見た住宅用地特例の適用

二世帯住宅のうち、内部で各世帯の居住スペースがつ
ながっているタイプの敷地に係る住宅用地特例の適用に
ついて、その適用の可否を巡り東京都の不服審査請求で

争われた事例があり（平成 26 年２月５日東京都裁決）、実
務の参考になります。以下、その概要を紹介します。

争点となったのは、住宅用地に対する固定資産税の課
税標準の特例を適用する場合の住戸の戸数をどのように
認定するかということでした。この二世帯住宅（以下、「本
件住宅」といいます）は、平成 15 年に新築した内部で各
世帯の居住スペースがつながっているタイプのもので、
その敷地の面積は約 210㎡でした。裁決書によると新築
当時、所轄都税事務所の調査を受け、敷地全体について
住宅用地特例の適用を受け、課税標準を固定資産税評価
額の６分の１として固定資産税が計算されていました。

ところが、都税事務所は平成 25 年７月になり、あら
ためて本件住宅について現地調査を行い、住宅各階に玄
関、キッチン、トイレなどが設置されているものの、内
部で行き来ができるタイプの二世帯住宅であることを
確認しました。さらに同事務所は「固定資産税・都市計
画税についてのおたずね」という文書で納税者に住戸数
を照会し、その回答等をもとに本件住宅の住戸数を最終
的に全体で 1 戸と認定しました。この認定をもとに、敷
地面積 200㎡を超える部分について固定資産税の課税
標準を６分の１から３分の１に修正する決定をし、過去
５年の未納分を追徴したことから、納税者とのトラブル
に発展したものです。

納税者からの不服申立てを受けて審査した東京都は、
「住宅用地のうち、住戸１戸当たり 200㎡までの部分に
対して課する固定資産税の課税標準は、固定資産税評
価額の６分の１の額とすることとされており、この場
合の住戸の数については、人の居住の用に供するため
に『独立的に区画された家屋』の部分又はその一部の
数による（地方税法施行規則 12 条の２第１項）」と法
令で定められていることを確認しました。その上で東
京都は、本件家屋について、「家屋の中で各階を相互に
行き来できる構造となっていることが認められ（中
略）請求人（筆者注：納税者）も、処分庁（筆者注：
都税事務所）の照会に応じて、本件家屋の１階と２ 階
は建物の内部でつながっている旨回答していることが
認められる。そうすると、本件家屋の各階は前述の『独
立的に区画された家屋』にはあたらず、本件家屋の住
居の数は、1 戸と判断するのが相当」として、都税事務
所の決定を支持しています。

二世帯住宅の敷地に対する固定資産税の住宅用地に係る課税標準の特例の適用につ
いて教えてください。

二世帯住宅の敷地に対する
固定資産税の住宅用地に係る
課税標準の特例の適用

税理士法人 タクトコンサルティング
情報企画室長

税理士 山
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1. ビル賃貸借契約におけるテナント
の看板設置

ビル賃貸においても、いわゆるオーナーチェンジとし
て賃貸ビルの所有権が第三者に移転して、当該第三者が
新たな賃貸人となるケースも珍しくはありません。

この場合でも、借家権の対抗要件は建物引渡しとされ
ていますから、賃借人が建物の引渡しを受けて建物を占
有使用している場合には、借家権を新賃貸人に主張でき
ることは間違いありません（借地借家法 31 条）。この場
合に、借家権が新賃貸人に対抗できるとしても、同じビ
ルに設けられたテナントの看板設置に関する権利も新
賃貸人に対抗できるのかは問題となるところです。

とりわけ、看板の設置場所が借家人の占有する居室と
は離れた別の場所であった場合（例えば地下店舗の営業
用看板が地上の建物の外壁に設置されている等）、当該
看板が借家権の範囲内ではないと評価され、借家権の対
抗要件の効力が看板等には及ばず、新賃貸人から看板の
撤去請求がなされた場合には認められることになるの
かという問題です。この問題について、最高裁は、平成
25 年４月９日に判断を示しています。

２. 看板設置に関する最高裁判例の概要
事案は、店舗を営む賃借人が賃借ビルに看板を設置し

ていたところ、この建物の譲受人（新賃貸人）から、賃
借人に対し、賃貸物件である建物の居室部分は対抗要件
を備えているが、看板の使用権は借家権には含まれてお
らず、賃貸人に対抗できないので看板を撤去せよと請求
した事案です。

第一審判決は、賃貸人による撤去請求は権利の濫用に
当たるとして請求を棄却しましたが、控訴審は「本件建
物の賃借権には看板等の設置権原は含まれていない」と
したうえで、貸主による看板等の撤去請求が権利の濫用
に当たるような事情は見受けられないとして看板等の
撤去請求を認容したことに対し、借主から最高裁に上告
したというものです。

最高裁判所は、次のように判示し、原判決中の借主の
敗訴部分を破棄して看板の撤去請求を否定しました。

①看板等は、本件建物部分における店舗の営業の用に
供されており、本件建物部分と社会通念上一体のも
のとして利用されてきたということができる。

②看板等を撤去せざるを得ないこととなると、本件建
物周辺の繁華街の通行人らに対し、店舗を営業して
いることを示す手段はほぼ失われることになり、営
業の継続は著しく困難となることは明らかで、借主

には看板等を利用する強い必要性がある。
③借主が前賃貸人から看板設置については承諾を得

ていること、建物を購入した現貸主もそのことは十
分に知り得たものであること、現貸主には看板の利
用について具体的な目的があるわけではなく、借主
の看板が存在することにより具体的な支障のない
こと等の事実から、このような事情の下では、貸主
が借主に対して看板の撤去を求めることは権利の
濫用に該当するとの判断を示しました。

3. 最高裁判例から分かること
この最高裁判決は、権利の濫用を理由に貸主の看板

撤去の請求を否定しています。「権利の濫用」というこ
とは、貸主は、借主に対し、看板撤去に関する請求権
を有しているが、判例が指摘した事実関係の下ではそ
の権利を濫用するものであるから認められないという
ことを一般的には意味しています。そうであるとする
と、最高裁判例が指摘したような事情がない場合、例
えば、貸主も看板の利用について具体的な計画を有し
ており、借主の看板が存在することによって具体的な
支障が生じているとの事実があれば、看板撤去請求は
権利の濫用ではなく認められる可能性も否定できませ
んが、補足意見が付されていることに注意する必要が
あります。田原最高裁判事の補足意見ですが、「共用の
廊下や階段に特別の負担なく各店舗の看板が設置され
ているような場合には、それらの看板への表示は、賃
貸借契約書に明示されていなくても、賃貸借契約の内
容をなしているものということができる。」として、借
家人が第三取得者に対して借家権を対抗できる場合に
は、上記の看板等に表示する権利も当然に対抗するこ
とができるというべきであるとしています。なお、こ
の補足意見には、「看板設置に別個の契約がなされてい
たり、賃貸借契約の内容に含まれないと解されるよう
な場合には、同条の保護の対象外であることは言うま
でもない。」としています。看板の設置については、建
物賃貸借契約とは別にその利用関係について契約して
おくことが必要でしょう。

建物賃貸借契約と看板の設置

賃貸ビルを購入したのですが、ビルの外壁にテナントが看板を設置していました。借家
権は対抗要件がありますが、看板は借家権そのものではないので、看板の撤去請求は
可能でしょうか。
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動物病院を建てる目的で土地を購入しましたが、引渡後に地盤の調査をしたところ、湧水
のために、建物を建てるには地盤の補強が必要であることが分かりました。地盤補強のた
めの工事費用などについて、売主に対して、損害賠償の請求ができるでしょうか。

土地売買における
湧水の瑕疵

1. 回答
契約の前に予期していなかった地盤補強工

事費用などについては、売主に対して、瑕疵担保責任に
基づく損害賠償の請求をすることができます。

2. 瑕疵担保責任
民法には、売買契約の目的物に瑕疵があり、買主がそ

の瑕疵を知らないときには、売主は買主の損害を賠償し
なければならないと定められています（民法 570 条、566
条１項）。瑕疵のために契約の目的を達することができ
なければ、契約の解除をすることもできます。この責任
が瑕疵担保責任です。

瑕疵とは欠陥という意味です。欠陥のある物を買った
場合であっても売買代金は支払わなくてはいけません。
そのため、売主と買主の衡平を図るべく欠陥による損害
を売主負担とし、また欠陥があれば契約をしなかったで
あろうケースでは、売買契約の解除ができるものとして
いるわけです。この責任は売主に過失があるかどうかを
問わない無過失責任です。

瑕疵とは、売買の目的物について、その物が通常有す
るべき性質、性能を備えていないことをいいます。建物
を建てるために土地を購入した際、湧水によって、地盤
を補強しなければ建物を建築できない状況だったので
あれば、売買の対象たる土地が建物用地として通常有す
べき品質を備えていませんから、瑕疵があるということ
になります。

3. 裁判例
湧水が土地の売買における瑕疵とされたケースが、名

古屋地裁平成 25 年４月 26 日判決です。
買主は、動物病院の建築を目的として、売主の宅建業

者から土地を購入しました。しかし、引渡後に建物を建
築しようとしたところ、土地の浅い部分に地下水脈があっ
て、地下水からの湧水に対する対策を講じるための工事
を行うことが必要になったため、買主が、売主に対して、
瑕疵担保責任として、地盤補強のための工事費用などの
損害賠償請求をした事案です。

裁判所は、次のとおり述べて、買主の請求を認めました。
「本件土地の地下約 0.5 ｍの位置に地下水脈があり、本

件土地において地下水が湧出していることが認められ
るところ、本件土地では、平成 21 年３月には、本件土

地の表土を 50 ないし 60cm 鋤（す）いただけで地下水が
湧出して本件土地の約３分の１に水が貯留する通常と
はいえない状態が生じている。また、このように地下水
が浅い位置にある場合、建物の基礎として直接基礎を採
用できず、地盤表層改良をしても効果が期待できない
上、一般的な地盤改良方法である柱状改良工法を用いて
も、流し込んだセメントが湧水層に流出してしまうため
地盤改良の効果がないから、鋼管杭による杭地業工事で
もって地盤改良をする必要がある。更に、鋼管杭は、先
端部分の支持力に加えて杭と地盤の摩擦力で建物の重
さを支えるので、その途中の地盤が軟弱であれば水平方
向の力は支えられないし、本件土地のように地下水位が
浅い位置にある場合、一般的な宅地以上に地表の雨水を
速やかに排水する必要があるし、地盤沈下を避ける必要
もあるから、本件土地には透水管を設置する必要がある。

名古屋市における平均地下水位は、浅いところでもマ
イナス３ｍ程度であるし、約 100 件の戸建て住宅の建築
設計に関わったＥ建築士の経験では、1.5 ｍというもの
が最も浅い地下水位であり、地下水位が 0.5 ｍないし１
ｍ程度であったことはなく、Ｅ建築士が透水管を使用し
た土地も、木曽川沿いや田の用水沿い、造成時に沈砂池
であった場所など比較的地下水位が浅いことが想定さ
れる土地であったと認められる。これによれば、本件土
地は、周囲に川や田等がなく、地下水位が浅いことが想
定されていない土地であるにもかかわらず、地下約 0.5
ｍの位置に地下水脈があるという特異な土地であると
いえる。そして、その結果、宅地として本件土地を利用
するためには透水管の設置等が必要となるところ、透水
管の設置等が必要な宅地は多くないことに照らせば、本
件土地には透水管の設置等が必要な瑕疵があるという
べきである」

4. まとめ
土地売買の瑕疵としては、土壌汚染や地中埋設物が問

題になり得ることは広く周知されていますが、湧水につ
いても、問題になることがあります。地盤の問題は、建
物建築の費用に直接的に影響を及ぼすとともに、地震に
対する地盤の強さが社会的に強い関心を集めている現
状で、土地の価値そのものに関係してくることも、あり
得ます。土地の売買に関与する際には、土壌汚染や地中
埋設物の問題ばかりではなく、湧水を含めた地盤の問題
についても、十分に確認しておく必要があります。
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平成26年9月

北海道 札幌市 （株）エアリ
札幌市 ビジネスサービス（株）
札幌市 （株）Ｌｉｎｅ

青森県 北津軽郡 （株）北西ファーム
宮城県 仙台市 （株）アーバンアメニティ

石巻市 大平土地開発（株）
仙台市 スリーエム企画
仙台市 （株）ひらく
石巻市 （株）美吉

秋田県 秋田市 （株）宝不動産
山形県 長井市 こばやし不動産オフィス
茨城県 水戸市 県央住販

水戸市 （株）ＲＥＴＳ・ＮＥＷＩＮＧ
栃木県 宇都宮市 （株）あおい不動産事務所
埼玉県 さいたま市 藍建築工房（株）

さいたま市 （株）アルーム総合不動産
川越市 川越地所（株）
川越市 （株）ＳＡＬＴＯ
八潮市 ＴＸ不動産（株）
三郷市 （株）トラスティエステート
川越市 Ｐｅａｃｅ Ｖｉｌｌａ（株）
さいたま市 東日本地所
吉川市 三ツ矢不動産

千葉県 千葉市 オーリオ・メイキング・コーポレーション（株）
千葉市 （株）建蔵
四街道市 （株）ハッシード
千葉市 （株）ふくろう不動産
松戸市 （株）ベストランド五香

東京都 千代田区 （株）ＩＣＣホールディングス
渋谷区 赤坂パートナーズ（株）
渋谷区 （株）アクトフォー
新宿区 （株）あたかファクトリー
港区 ａｄ ａｘｉａ（同）
八王子市 （株）イーストクリエイト
葛飾区 飯塚不動産
港区 ＨＹ投資（株）
日野市 （株）エージェンシー雅
江戸川区 （株）エース・プランニング
千代田区 （株）エキュエーション
大田区 （株）エスアンドエー
新宿区 （株）エムケーパートナーズ
渋谷区 （株）エルセレクト
港区 （株）オーシャンリパブリック
豊島区 ＫＡＡＫＩＲＯ不動産投資（株）
西東京市 （株）クレアホーム
渋谷区 Ｇｌｏｂａｌ Ｏｎｅ （株）
港区 （株）鴻上不動産
新宿区 （株）サイドウエイ
板橋区 （株）さくらハウジング
あきる野市 （株）ＣＭＳ
新宿区 ＧＶ－Ｒｅｎｔ（株）
台東区 Ｊ．Ｓ．プランニング（株）
港区 （株）シグアーキデザイン
港区 ジャパンエステートサービス（株）
品川区 ジユウラボ（株）
台東区 （有）商業不動産経営サポート
品川区 城南都市機構（株）
千代田区 （株）スカイプランニング
昭島市 ソヨカゼホーム（株）
新宿区 （株）Ｓｏｒａｓ
板橋区 （株）東京不動産サービス
港区 Ｔｏｋｙｏ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ（株）
新宿区 （株）夏木プランニングオフィス
渋谷区 （有）ネオ・トップ
渋谷区 （株）ＮｏｖｅＬｅａｄ
墨田区 ＰＤｒ．ランド（株）
港区 （株）マーブル
杉並区 （株）マッシュルーム
中野区 （株）まんまるハウス
荒川区 ミネルヴァ社
豊島区 （株）ライフアートエージェンシィ
東大和市 （株）ライフルホーム
新宿区 （株）ライフワン
中央区 （株）リーガルワンｎｅｔｗｏｒｋ
世田谷区 （株）リコルディ
八王子市 （株）リバイブ

神奈川県 足柄下郡 アイホーム管理
横浜市 （株）エスティーホーム
横浜市 （株）桜樹
小田原市 （株）カナコー不動産事務所

横浜市 （株）グリーン
相模原市 （株）サマディ
横浜市 ドッグフレンドリー（株）
川崎市 （株）ビーエル
横浜市 ファーストハウジング（株）
横浜市 （株）ファンタ・リアルエステート
横浜市 （株）ブルームーン
大和市 （株）ＦＲＯＮＴ・ＲＯＷ
横浜市 （株）マツナカホールディングス
平塚市 夢・住まい計画（株）
横浜市 横浜ベイサイド・リアルエステート（株）
横浜市 リアルティ（株）

富山県 射水市 堀井建築
富山市 （株）結
富山市 （株）ロイヤルホーム

石川県 加賀市 （有）西野建設
長野県 佐久市 （株）国実

北佐久郡 （株）別荘サポート
岐阜県 岐阜市 （株）シンシアホーム
静岡県 富士市 （株）デグチエステート
愛知県 名古屋市 メイキョウネットワークサービス（株）
三重県 鈴鹿市 （株）キラコーポレーション

津市 グッドスマイル不動産（株）
名張市 （株）サロン・ド・ホーム
四日市市 （株）三重水道センター

京都府 京都市 （株）土家
宇治市 森惣園

大阪府 大阪市 アーバン不動産投資（株）
枚方市 アルファ不動産（株）
大阪市 （株）ＡＬＥＮＴ
大阪市 （株）インテリジェンス
四條畷市 （株）エースプロジェクト
大阪市 （株）エクソン
大阪市 （株）Ｍ＆Ｔコーポレーション
大阪市 ＭＧクリエイト（株）
大阪市 （株）Ｌ．Ｉ．Ｇ
大阪市 グッドライフパートナーズ（株）
大阪市 （株）ｃｏｃｏＳｕｍｕ不動産
大阪市 （株）ＪＣサービス
枚方市 成光プランニング
大阪市 （株）セッション
東大阪市 仙峰興産（株）
大阪市 （株）ダイビシコーポレーション
大阪市 タスカルサポート（株）
茨木市 （株）トラスティライフ
大阪市 ドリームライフ（株）
大阪市 南都産業（株）
大阪市 ネオ不動産（株）
大阪市 （株）ビルメンテナンスサービス
東大阪市 （株）不動産のＧｒｏｕｎｄ Ｓｕｎ
池田市 （株）ライジングコーポレーション
堺市 （株）リーズワン
大阪市 （株）リンクスマネジメント
茨木市 （株）Ｒｏｏｔｓ

兵庫県 芦屋市 （株）芦屋ハウス
神戸市 アン・シェル（株）
姫路市 （株）クリスタルライズ

岡山県 倉敷市 （株）ハウスジャパン
広島県 広島市 （株）藤住

廿日市市 （株）ヒロケン
山口県 下関市 ふどうさん屋さん　久良多
愛媛県 松山市 （株）三福テナントインフォリンク

松山市 （株）富谷不動産仲介所
西予市 松島産業（有）

高知県 宿毛市 矢野不動産
福岡県 久留米市 （株）アルム

北九州市 （株）石松
北九州市 Ｍ＆Ｍ不動産コンサルティング
北九州市 Ｌ．Ｄ．Ｋ（株）
福岡市 （株）ＣＯＭＳ
福岡市 （有）ジャパンフレシス
福岡市 （株）スカイリンク
福岡市 （株）大博不動産
福岡市 （株）ティー・アール・イー
飯塚市 福岡クリエーション開発（有）

熊本県 熊本市 サムライ・ジャパン（株）
大分県 大分市 ＧＩＪ（株）

大分市 丸寿産業（株）
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広島市豪雨災害への義援金のお礼と
広島県本部の取組み

８月 20 日に発生しました広島市の
豪雨災害におきましては、総本部をは
じめとし、全国の皆様からも温かいご
支援や義援金をいただきまして、大変
ありがとうございました。お預かりい
たしました義援金全額を広島市に寄
付させていただきました。

 このたびの災害において、広島県本
部の会員ならびに従業者には幸いに
も被害はございませんでしたが、広島
市のベッドタウン地域の安佐南区・安
佐北区を襲った集中豪雨による土砂
災害で 9 月 19 日現在、死者 74 名、
負傷者 44 名の人的被害のほか、家屋
全壊 133 件を含む 4,559 件もの住宅被害が発生し、一
時、避難所は 2,000 人近い被災者で溢れました。

当県本部も被災者の住宅支援のため、広島県と平成
22 年に締結した「大規模災害時における民間賃貸住宅
の媒介に関する協定」に基づき、他の業界２団体ととも
に広島市被災者向け民間賃貸住宅借上げ事業に協力し
ました。９月４日・５日両日に行われた被災者、避難者
の借上げ住宅の斡旋において、県本部役員をはじめ 13
名の会員が、安佐南区役所や避難所の梅林小学校など５
か所の臨時窓口で支援業務を行いました。被災者の生の
声を受け、物件情報を提供いただいた会員とともに献身
的に被災者の住宅確保に努めました。

現在も広島市から協力店舗に登録された会員業者に
よる被災者への借上げ住宅の随時受付が継続され、被災
者の生活の再建を支援しております。

今後は被災者支援のほか、会員に向け、行政と協力し
て災害防止に重点を置いた教育研修事業にも取り組ん
でいく所存です。

最後になりますが、未曾有の大災害を目の当たりにし
て、不動産業者の責任と使命の重大さを改めて知り、こ
の教訓を今後に活かす決意を申し上げまして、皆様への
心からのお礼とさせていただきます。

公益社団法人全日本不動産協会広島県本部
本部長　中村　克己

▲全国の皆様からお預かりした義援金を広島市に寄付した広島県本部。
右が広島県本部長の中村氏

▲▼臨時窓⼝で行われた被災者の借上げ住宅の斡旋
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9月 会の活動・各種会議の要旨
合同

教育研修委員会
日時　9月16日（火）14時30分～
内容　1.全国不動産会議　沖

縄県大会　記念講演
企画案に関する件

2.平成29年全国不動産会
議 立候補に関する件

3.平成26年度取引・苦
情処理業務指導者研
修会に関する件

4.法定研修会実施要綱
一部改正に関する件

5.初任従業者教育研修
に関する件

会務運営会議
日時　9月20日（土）13時～
内容　1.会務運営に関する件

2.その他

全日本不動産協会

流通推進委員会
日時　9月5日（金）15時～
内容　1．ゼネットにおける改修

について 
2．その他

不動産保証協会

会務運営会議
日時　9月20日（土）12時～
内容　1.弁済委員会認証審査

結果（第5回）に関す
る件

2.その他
弁済委員会
日時　9月26日（金）12時～
内容　1.弁済認証上申案件に

関する件
2.検討事項、次回日程に

関する件
3.その他

谷花音さん画像使用の終了について

会員の皆様へ

これまで当会では、平成２６年２月より、谷花音さんをイメージキャラクターとして、その画
像を会員の皆様にもご利用いただいておりましたが、今般、谷さんが所属するプロダクションよ
り画像使用中止の申し出がありました。そのため、諸般の事情を考慮した結果、会員の皆様への
画像ダウンロード配信については平成２６年１０月末日をもって終了させていただきました。

これに伴い、会員の皆様におかれましては、ホームページやチラシ広告の利用を終了していた
だくなどの措置を速やかにお取りくださいますようご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

この件に関するお問い合わせは（公社）全日本不動産協会総本部までお願いいたします。
事務局　鈴木・松本・真鍋
電話：０３－３２６３－７０３０
メール：tani-kanon@zennichi.or.jp
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香川県本部顧問議員と
香川県本部会員との
意見交換会を開催  

香川県本部
秋山 誉志
本部長

岩田 在惠子 
徳島県本部長

県本部顧問議員からの「南
海トラフ地震」や不動産業
と地震災害の関連について
のお話は大変有意義で、今
後も意見交換を続けていき
ます。

本部長として就任２か月が
過ぎ、理事・監事の協力の
もと、今後も会員と共に躍
進できる徳島県本部を心が
け、精進してまいります。

徳島を盛り上げよう ！
若手経営者と他業種経営者の
意見交換会を実施

徳島県本部

９月 24 日（水）高松国際ホテルにて、香川
県本部顧問の瀬戸隆一衆議院議員と香川県本
部会員との意見交換会を開催しました。

瀬戸衆議院議員から、東日本大震災後の復興
についての報告と、今後 30 年以内に四国にも
起きる可能性のある「南海トラフ地震」につい
ての説明がありました。

香川県の主要な活断層は、県東部の讃岐山脈
沿いの東西に延びる長尾断層帯です。香川県周

辺には震源域のある海溝型地震はありません
が、南海トラフで発生する地震による被害を受
ける可能性があります。地震調査本部による地
震予測としては「震度７」、経済被害も約
２２０兆円にも及ぶとされています。香川県内
の全市町村は、南海トラフで発生する地震で著
しい災害が生じるおそれがあり、「東南海・南海
地震防災対策推進地域」に指定されています。

瀬戸衆議院議員は、香川県の産業の一つ「不
動産業」について、今
後の地震災害との関連
性も話されました。県
本部会員も地元議員と
話し合う機会を持て、
大変有意義な会になり
ました。

今後も県本部は顧問
議員と県本部会員との
「意見交換会」を継続
事業とし、香川県本部
にプラスとなるよう努
めていきます。

本部長就任から２か月が経ち、徳島県本部
初の試みとなる「50 歳以下の若手経営者と他
業種の経営者による意見交換会」を９月 17
日、徳島市内で開催いたしました。

当日は、平日にもかかわらず 10 名が参加し
ました。空き家対策、商業権のドーナツ化現
象について、活発な意見が飛び交い、今後の
不動産経営に役立てるべく、対策が話し合わ
れました。

これからの徳島県を盛り上げていくために
は若手が一致団結し、「まずは人を呼べる魅力
ある町づくりをしていかなければならない」
などの意見が出て、時間が過ぎるのも忘れる
ほど、真剣な議論の場となりました。参加者
からは大変有意義な時間が過ごせたと大好評
でした。

次回の開催に向けて強い要望があり、今後
も引き続き開催していきたいと思います。
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中川 俊寛
滋賀県本部長
水害リスク情報の提供にお
いては、京都新聞やＮＨＫ
の取材にも対応しました。
今後も会員への情報提供
を進めていきたいと思いま
す。

県治水条例の努力義務、
買主への情報提供の仕方を
法定研修会で説明

滋賀県本部

平成 26 年９月１日から施行されている「滋
賀県流域治水の推進に関する条例」には、不動
産業者が宅地の売買契約などを結ぶ際、浸水の
危険度を相手方に情報提供をする努力義務の
条項があります。

滋賀県担当者からは「法定研修会」での説明
を依頼され、６月 13 日と９月５日に以下のよ
うに会員へ要請しました。
「この条例は、河川整備などのハード対策に

加え、水害リスクに応じた市街化区域編入や
建築制限、盛土構造物設置の際の配慮義務な
ど、先進的なソフト対策を制度化し、豪雨災
害に対応するものです。買主が浸水などの危
険を知らずに住みはじめることがないよう、
売買などの取引時に業者から相手方に情報提
供するよう努力義務が設けられています。宅
建取引時における災害リスク情報の提供を制

度化したことは、全国初の取り組みです。今
年の夏に発生した広島県の土砂災害において
は、古来より災害が多いと言われていた地域
が宅地開発され、被害が発生したと指摘され
ています。先人の知識や知恵を伝承すること
が難しくなりつつある現在、災害リスクを住
民全員で共有し、考え、備えることが、防災・
減災の一歩であると思われます」
＜重要事項説明時の情報提供内容＞
◦契約が成立するまでに当該物件について以

下の情報提供をすること
①地先の安全度マップに基づく「想定浸水深」
②「浸水想定区域」に関する情報

◦重要事項説明の添付書類として以下の書類
を添付し、取引主任者が説明すること

【例】

◦重要事項説明書には以下を参考に記載し、取
引主任者が説明をすること

【例】

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

土地全部事項証明書（抄本）
建物全部事項証明書（抄本）
公図（写）
付帯設備および物件状況確認書
水害実績資料（売主提供）
水害実績資料（○○市災害史から抜粋）
水防法第14条に基づく○○川浸水想定区域図
滋賀県公表の地先の安全度マップ

（最大浸水深図　3種類）
○○市公表の洪水ハザードマップ

▲９月５日の研修会では、水害リスク情報と共に「土砂災害リスク情報」も
提供するよう、県担当者から要請があった

◀９月５日の研修風景
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12月号の予告

・ 税務相談　「自宅の贈与を受けた後、短期間
で売却した場合の贈与税の配偶
者控除の適用」
税理士　山崎信義

・ 賃貸相談　弁護士　江口正夫
・ 法律相談　「ベランダでの喫煙による上階住

民への健康被害」

弁護士　渡辺 晋
・ １１月のニュースランキング
・ 不動産ニュービジネス最前線
・ 全日ホームページGUIDE
・ 10月　会の活動 ・ 各種会議の要旨
・ 10月　新入会者名簿

連載

第５０回全国不動産会議愛媛県大会

高齢者のトラブル事例
成年後見制度の利用
執筆 ： 弁護士　桝井眞二

特集1

※弁済委員会審査結果については、不動産保証協会ホームページに掲載しています。

鬼木善久　藤村憲正　髙梨秀幸　石原孝治　村松清美　吉田啓司　松岡勇一編集：（公社）全日本不動産協会  （公社）不動産保証協会　広報委員会
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会員検索機能のご紹介

44

　日ごろからご利用いただいている全日本不動産協会ホームページに会員検索機能が新
たに付加されました。全日協会会員を「都道府県・市町村」情報や「フリーキーワード」などで
指定できる詳しい検索が可能です。ぜひ、ご活用いただければ幸いです。

ホームページへのアクセス方法

1 パソコンのWebブラウザ（ホーム
ページ閲覧ソフト）より、全日本不
動産協会ホームページにアクセス
ＵＲＬ→http://www.zennichi.or.jp

2 画面下部の【全日協会会員を探
す】バナーをクリック

3 地図上の都道府県をクリック
 →4 都道府県によっては市町村
をクリック

3 【詳しく検索する】ボタンをクリック
 →4 情報を入力し【検索する】ボ
タンをクリック

5 検索結果一覧が表示されます

3

3

4

4

312014.11




